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 ７月 26 日、
小金井市東部

の環境を良く

する会は地域

集会を開いた。          

6 月 28 日(土)
に「小金井市新

焼却施設建設

場選定等市民

検討委員会」が、新たなごみ処理施

設の建設場所を「二枚橋焼却場用地」

と一ヶ所答申したことを受けてのこ

の日の集会には 30 名以上の市民が
集まりました。 
同上の市民検討委員も 3名出席し、
答申が不当であることを訴えました。

とりわけ①市や市長が二枚橋用地を

強く誘導したこと②利己的な判断に

走った委員が多かったこと、等が報

告されました。最後に別添のような

7.26 集会を選択して終了しました。

１、小金井市新焼却施設建設場選定

等市民検討委員会が二枚橋焼却場用

地を新たなごみ処理施設の建設場所

として、一ヶ所答申したのは、 

① 二枚橋焼却場用地の小金井

市域は 4100㎡で、市民検討委員会

が結論付けた必要面積(焼却施設

は、8000、非焼却施設は 6000)に

当てはまらず、比較できないにも

かかわらず、比較した結果です。 

② 調布市や府中市に対し、小金

井市が交渉しやすくするため、市

による｢二枚橋焼却場用地適地論｣

が露骨に行われた結果です。 

２、了解を得ていない調布市や府中

市の土地を含めて、勝手に候補地を

選定することが、小金井市及び小金

井市民の良識を疑われることになら

ないか、はなはだ疑問であり、市に

よる誘導が強くあったからとは言え、

不当・非常識・無責任な一ヶ所答申

と指摘せざるを得ません。 
３、小金井市の｢他市を無視したごみ

行政の進め方｣は行き詰まり、他市の

信用を失い、市民に物心両面の被害

を与えるものと思われます。私達は、

不当・非常識・無責任な一ヶ所答申

を出すよう指導した市に対し、他市

の市民と共に、場合によっては、法

的措置を含めた責任を追及すること

も考えねばなりません。そうならな

いように、市は自区内処理、公平負

担、健康と安全を３原則にして、早

急に抜本的にごみ行政を見直し、市

民や、他市に迷惑をかけない対応を

すべきです。  2008年 7月 26日 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
視聴者の怒りの声 

 
１）電波は国民のもの 
２）NHK 受信料の強制徴収は憲 

法違法 

３）視ただけ払う制度にせよ!! 
 
       シリーズ 24-151 
 
7,8月の相談電話・手紙 6件  
7,8月の拒否ｼｰﾙ申込数 9件 

 
累積拒否シール発行枚数   

                 155,525枚  
ＮＨＫの報道の姿勢（特に従軍

慰安婦問題では、ありのままを

正直に世間にみせる報道機関と

しての役割を果たさず、安易に

権力に迎合する姿を発見しまし

た。）に賛同できず、拒否をしま

した。 
しかし、｢集金人訪問制度を廃

止｣という通知とともに、説明も

なく今までの蓄積された膨大な

金額を一方的に送付してくる卑

劣な態度に今は活動を通して戦

うつもりです。 
2008．6．25． 

     (大阪府、Ｆ・Ｋ ) 

       

 
東部の環境を良

くする会 
小出廣志会長 

7.26集会 
宣言 

①用地面積につき比較できないものを比較した 
②市が二枚橋適地論を誘導した 
③他市を無視したゴミ行政は行き詰まる 


